
計画の推進体制第５章
３ 各会議について
（１）南区地域福祉保健計画推進会議【新規】
 内　　容： 各機関の取組状況を共有し、区全体としての推進の進捗を確認します。
  また取組を充実させるための、関係機関の連携や協力体制を強化します。
  ※ 必要に応じ、「テーマ別検討会」を開催します。
 メンバー： 区役所、区社協、ケアプラザ、福祉保健等の関係機関
 開催時期： 毎年６～ 12 月頃（年１～２回）
（２）中間振返り会議
 内　　容： 計画期間前半の進捗状況を確認するとともに、新たな課題や計画期間後半の取
  組計画等について整理します。
  ※ （１）の一部（テーマ別検討会）として実施します。
 メンバー： （１）と同様
 開催時期： 令和 10 年度
（３）第６期南区地域福祉保健計画策定会議
 内　　容： 第６期計画の策定に向け、課題の整理や、推進の方向性・取組内容・推進体制
  等に関する検討を行います。
  ※ （１）の一部（テーマ別検討会）として実施します。
 メンバー： （１）と同様
 開催時期： 令和 11～ 12 年度
（４）区計画策定・推進・評価会議
 内　　容： 各機関の取組状況を共有し、区全体としての推進の進捗を確認します。
 メンバー： 区役所各課
 開催時期： 毎年２月頃（年１回）
（５）「みなみの福祉保健」を考える懇談会
 内　　容： 区内の地域福祉保健関係事業等についてメンバーから助言を求めるとともに、保
  健・医療・福祉等の連携を強化します。
  ※地域福祉保健計画については、取組状況や推進会議等について報告し、意見
  　を求めます。
 メンバー： 福祉・保健・医療関係団体等（三師会、地域活動団体、当事者団体、福祉保健
  関連施設、区社協、区役所等）
 開催時期： 毎年３月頃（年１回）

４ 推進状況の振返り
（１）単年度の振返り
 毎年度、取組状況を各機関で振り返るとともに、各機関で取組状況を共有して翌年度以降
 の取組に反映させていきます。
（２）中間振返り
 中間振返り会議（３-（２）参照）にて振返りを行います。振返りの内容は計画期間後半の
 取組に反映させるとともに、次期計画の策定につなげていきます。
（３）計画期間全体の振返り
 第６期南区地域福祉保健計画策定会議（３-（３）参照）にて振返りを行います。振返りの内
 容は、次期計画の策定・推進につなげていきます。
 ※振返りにあたっては、目に見える成果だけではなく、取組のプロセスや関係機関との連
 　携状況等についても重視します。

１ 第５期計画（区全体計画）推進・第６期計画（区全体計画）
　 策定スケジュール
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